
寒河江市紙おむつ支給事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護者の経済的負担の軽減により保健衛生の保持を図るた

め、紙おむつの使用を必要とする者に対し、紙おむつを支給する寒河江市紙お

むつ支給事業（以下「支給事業」という。）を実施することに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 （支給対象者） 

第２条 支給事業の対象者（以下「支給対象者」という。）は、市内に住所を有す

る在宅の要介護高齢者等で、かつ、１月を超える期間継続しておむつを使用し

ている者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第８条第２２項及び第２５項に規定する介護保険

施設等に入所している者及び生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により

扶助を受けている者を除く。 

⑴  別表１の障がい高齢者の日常生活自立度がランクＢ及びＣの寝たきり高

齢者 

⑵ 別表２の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ及びＭの認知症高齢者 

⑶ 前２号に相当すると認められる者 

⑷ 重度の心身障がいのため常時失禁状態にある者 

 （支給限度額） 

第３条 支給事業における紙おむつの支給に係る額（以下「支給限度額」という。）

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 支給対象者及び申請時点で支給対象者と同一世帯に属する者の市民税が非

課税の場合 月額６，０００円 

⑵ 支給対象者及び申請時点で支給対象者と同一世帯に属する者の市民税所得



割額の合計額が１６万円未満の場合 月額３，０００円 

２ 前項各号の市民税は、申請日の属する年度の市民税とする。ただし、申請日

の属する月が４月又は５月の場合は、前年度の市民税とする。 

 （支給対象品目） 

第４条 支給対象品目は、次に掲げるものとする。 

⑴ テープ型紙おむつ 

⑵ フラット型紙おむつ 

⑶ リハビリパンツ型紙おむつ 

⑷ 尿取りパット 

⑸ おしり拭き 

 （指定店） 

第５条 市長は、市内の薬局又は薬店の中から寒河江市紙おむつ支給事業指定店

（以下「指定店」という。）を指定するものとする。 

 （指定の申出） 

第６条 指定店の指定を受けようとする者は、寒河江市紙おむつ支給事業指定店

指定申出書（様式第１号。以下「申出書」という。）を市長に提出しなければな

らない。 

 （登録の通知） 

第７条 市長は、前条の申出書を受理し、指定店として指定することを決定したと

きは、寒河江市紙おむつ支給事業指定店登録通知書（様式第２号）により申出者

に通知するものとする。 

 （支給の申請） 

第８条 支給事業による紙おむつの支給を受けようとする者又はその家族等（以

下「申請者」という。）は、支給対象品目の受取を希望する指定店その他必要事

項を記載した紙おむつ支給申請書（様式第３号。以下「申請書」という。）を市



長に提出しなければならない。 

 （支給の決定） 

第９条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容について調査及

び審査を行い、支給の可否及び支給限度額並びに申請者が受取を希望する指定

店（以下「登録店」という。）を決定し、その旨を申請者に対し、紙おむつ支給

決定通知書（様式第４号）又は紙おむつ支給却下通知書（様式第５号）により通

知するとともに、支給を決定した者に対し、紙おむつ受給券（様式第６号。以下

「受給券」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の決定に係る支給期間は、前条の申請書を受理した日の属する月の翌月

から当該年度の３月３１日までとする。 

 （登録店への通知） 

第１０条 市長は、月ごとの受給者一覧表（様式第７号。以下「一覧表」という。）

を作成し、毎月５日までに登録店に通知するものとする。 

 （紙おむつの受取り） 

第１１条 支給の決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、第９条第２項の

期間内に、登録店において毎月１回、受給券と引換えに支給対象品目を受け取

るものとする。 

 （支給額の請求） 

第１２条 指定店は、月ごとに支給した支給対象品目の金額を取りまとめ、受給券

及び一覧表を添えて、市長に請求するものとする。 

 （登録店の変更届） 

第１３条 受給者は、登録店を変更しようとするときは、寒河江市紙おむつ支給事

業登録店変更届出書（様式第８号）をあらかじめ市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の変更届の提出があったときの登録店への通知は、第１０条第１項の規



定を準用する。 

 （届出義務） 

第１４条 受給者は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やか

に市長に届出を行い、受給券を返還しなければならない。 

⑴ 支給対象者が死亡し、又は転出したことにより本市の住民でなくなったと

き。 

⑵  介護保険施設等に入所し、又は入院したとき。 

⑶ 紙おむつが準備される病院、施設等に入所し、又は入院したとき。 

⑷ 生活保護法に基づく扶助を受けることが決定したとき。 

⑸  第２条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。 

 （不正使用等の禁止） 

第１５条 受給者は、受給券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。 

２ 市長は、受給者が受給券を不正に使用し、又は他人に譲渡した場合は、支給の

決定を取り消すとともに、受給券及び不正利得相当額の返還を求めることがで

きる。 

 （指定の取消し） 

第１６条 市長は、指定店として適当でないと認めた場合は、指定を取り消すこと

ができる。この場合において、指定の取消しを決定したときは、紙おむつ支給事

業指定店登録取消通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（留意事項） 

第１７条  この事業の対象者のうち、第２条第１号から第３号までのいずれかに

該当し、かつ、市民税非課税の者については、地域支援事業実施要綱（平成１８

年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に基づく任意事

業の家族介護支援事業の対象として取り扱うものとする。 

（委任） 



第１８条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （令和３年度寒河江市紙おむつ支給実施要綱の廃止） 

２ 令和３年度寒河江市紙おむつ支給実施要綱（令和３年４月１日制定。以下「旧

要綱」という。）は、廃止する。 

 （指定に関する経過措置） 

３ この要綱の施行の際現に旧要綱第７条に規定する指定店としての指定を受け

ている者は、施行日に第７条の指定を受けたものとみなす。 

 （支給に関する経過措置） 

４ この要綱の施行の際現に旧要綱第８条の規定により提出されている申請書に

ついては、第８条の規定により提出されている申請書とみなす。 

５ この要綱の施行の際現に旧要綱第９条の規定によりなされた支給の決定につ

いては、第９条に規定する支給の決定とみなす。 

 （支給額の支払いに関する経過措置） 

６ この要綱の施行の際現に旧要綱第１２条の規定によりなされた請求について

は、第１２条の規定による請求とみなす。 



 

様式第１号（第６条関係） 

 

                  寒河江市紙おむつ支給事業指定店指定申出書 

 

                                                        年  月  日 

 

  寒河江市長 様 

 

                        業 者 名                         

                                   代表者名               

                           所 在 地          

                   電 話               

 

 

 寒河江市紙おむつ支給事業に係る指定店の指定を受けたいので、寒河江市紙おむつ支給

事業実施要綱第６条の規定により、下記のとおり申出します。 

 

                                     記 
 
 
 店 舗 名 

 
 電話番号 

  

 所 在 地  寒河江市 

 代表者名 
 

 営 業 日 

 及び 

 営業時間 

 

 ※ 市記入欄 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第７条関係） 

 

                                                      番       号 

                                                        年  月  日 

 

                様 

 

                                        寒河江市長 

 

 

                  寒河江市紙おむつ支給事業指定店登録通知書 

 

寒河江市紙おむつ支給事業実施要綱第７条の規定により、下記のとおり寒河江市紙おむ

つ支給事業に係る指定店として登録したので通知します。 

 

                                       記 
 
 
 業 者 名 

  

 店 舗 名 
 

 電話番号 
 

 所 在 地  寒河江市 

 登録番号 
 

 

 



 

様式第３号（第８条関係） 

                    紙おむつ支給申請書 

                                                         年  月  日 

  寒河江市長 様 

                            住所 

                          申請者 氏名          電話 

                                         （対象者との関係：       ） 

 

 紙おむつの支給を受けたいので、寒河江市紙おむつ支給事業実施要綱第８条の規定 

により、下記のとおり申請します。 

                                     記 

対

 

象

 

者 

フ リ ガ ナ 

氏   名   生年月日 
 明治･大正･昭和 

      年  月  日(満  歳) 

 

 住   所  寒河江市 

 電   話    性別    男 ・ 女 
 

 常時失禁になった時期     年  月  日頃 

 

 現在の状況 １．在宅 ／ ２．入所(院)中（施設名          

 ）  療 育 手 帳  種別 Ａ・Ｂ 

 身体障害者手帳  等級  級  障害名 

家

 

族

 

構

 

成 

 支給決定のため必要なときは、市の担当職員が私の課税資料を閲覧することに 

 同意します。 

 同居世帯員氏名  対象者との続柄 備    考 

※

市

記

入

欄 

市民税均等割額 市民税所得割額  

   本 人    

     

     

     

     

      

 紙おむつの受け取りを希望する指定店 
 
   指定店の名称：                       

 ※市記入欄 

 決定の該当条項   １．第１号  ２．第２号  ３．第３号  ４．第４号 

 日常生活自立度          

対象者：□非課税□課税 

世帯員：□非課税□課税  

市民税均等割額（世帯合計      ） 

市民税所得割額（世帯合計      ） 

 

確認 
 
 

 
 

備考（調査結果等） 

 

 

□該当（月額     円）□非該当    

 

 

 ※市記入欄は記入不要です。 



 

様式第４号（第９条関係） 

 

                                                      番       号  

                                                        年  月  日  

 

             様 

 

                                     寒河江市長      

 

 

紙おむつ支給決定通知書 

 

先に申請がありました紙おむつ支給について、下記のとおり決定しましたので通知します。 

                                     記 
 
 
 

 対象者 

 氏 名            
  

 住 所             寒河江市 

 

 決 定 

 

 

 内 容 

 支給限度額 
 

 支 給 期 間            
 

 登 録 店            
 

 支 給 期 日            
 

 支給限度額 

 対象者が属する世帯全員の 

（１） 市民税が非課税の場合、月額６，０００円 

（２） 市民税所得割額の合計が１６万円未満の場合、月額３，０００円 

注意事項 

（１） 最初に受給券の注意事項をお読みになって使用してください。 

（２） 指定店での引き換え期間は毎月１５～２２日の間に行ってください。 

 



 

様式第５号（第９条関係） 

 

                                                      番       号  

                                                      年  月  日  

 

             様 

 

                                     寒河江市長      

 

 

紙おむつ支給却下通知書 

 

先に申請がありました紙おむつ支給について、下記のとおり却下を決定しましたので通知

します。 

                                     記 
 
 
 

対象者 

 氏 名            
  

 住 所             寒河江市 

 却下理由 

 



 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

令和 年度 寒河江市 紙おむつ支給事業        

紙 お む つ 受 給 券  

支 

給 

品 

目 

種 類 
品

目 

単価

(A)円 

数量

(B)個 

金額(A

×B)円 

給 付 月   年  月分  テ ー プ 型         

引 換 期 間  年 月 日～   年 月 日  フラット型         

給付対象者         給付番号 

  
 リハビリパンツ型         

 尿取りパット     

登 録 店 名  
登録店番号    

お し り 拭 き        
支給限度額 円  

上記のとおり受領しました｡      合    計   

  年  月  日     自 己 負 担   

  受領者署名      支給対象金額   

 

 

 

（表紙） 

 

   令和 年度 寒河江市 紙おむつ支給事業 

     

   給付対象者   

申請者住所   給付番号   

申請者氏名   支給限度額   

     

   １ 紙おむつは、左記の登録店で１か月分をまとめて

受け取ってください。（登録店を変更する場合は、事前

に市に届出してください。） 

 

２ この給付券を他人に譲り渡したり、紙おむつの給付

以外の目的で使用することを固く禁じます。違反した場

合は、給付費の全部または一部を返還していただくこ

とがあります。 

 

３ 次の場合は、すみやかに市に届出してください。 

  （１）住所を変更したとき。 

  （２）介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保      

健施設、療養型病床群）や、家族が紙おむつを準備す

る必要がない病院・施設等に入所（入院）したとき。 

（３）生活保護を受けることが決定したとき。 

  （４）その他給付の必要がなくなったとき。 

 

連絡先：寒河江市中央二丁目２番１号 

     寒河江市 

         電話 

   

   

   

   年  月  日  

   

 寒河江市長       

   

   

登録店番号    

登録店名   
 

住所    

電話番号    

 

 

 

 

 



 

様式第７号（第１０条関係） 

 

                      年  月分受給者一覧表  

 
 
 登録店番号 

 
 登録店名 

 
 電話番号 

  

 
 
 
 給付 

 番号 

  給付対象者   住         所  電話番号  支  給 

 限度額 

   合    計 

 (支給対象金額） 

 受領日付 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

                

 



 

様式第８号（第１３条関係） 

 

                  寒河江市紙おむつ支給事業登録店変更届出書 

 

 

                                                        年  月  日 

 

  寒河江市長 様 

 

                       住所 

                    申請者  氏名             電話      

                                 （対象者との関係：           ） 

 

 

 紙おむつの支給に係る登録店を変更したいので、寒河江市紙おむつ支給事業実施要綱第１

３条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

                                     記 
 
 

対 象 者 

氏 名  
 

生年月日 明治・大正・昭和・平成   年   月   日 

現在の登録店                 

(変更前) 

所在地 寒河江市 

名  称  

希望する登録店 

(変更後) 

所在地 寒河江市 

名  称  

変更する理由                  

※ 市記入欄 

 

 



 

様式第９号（第１６条関係） 

 

                                                      番       号 

                                                        年  月  日 

 

                様 

 

                                        寒河江市長 

 

 

紙おむつ支給事業指定店登録取消通知書 

 

 

 寒河江市紙おむつ支給事業実施要綱第１６条の規定により、紙おむつ支給事業に係る指

定店の登録を取り消しますので通知します。 

 

 

   理由 

 

 

 

 


